
 地域猫活動支援事業の用語・基準等について  

名古屋市人とペットの共生サポートセンター（以下、「サポートセンター」）は、名古屋

市からの委託を受け、市が策定した「地域猫活動の推進事業に関する要綱」（以下、「地域

猫推進要綱」）に基づいて、次のとおり地域猫活動に対する支援事業を行っています。 

 

1 サポートセンターによる地域猫活動支援の目的（地域猫推進要綱の目的） 

一定のルールに基づき地域猫活動を行う市民の方々に対し支援を行い、不必要な繁 

殖の防止や適正な飼養について広く市民の方々の関心や理解を深め、周辺の生活環境 

の悪化を防止するとともに、猫の殺処分をゼロに近づけることで「人とペットの共生 

するまち・なごや」の実現を図ることを目的としています。 

 

2 サポートセンターによる地域猫活動支援における用語（地域猫推進要綱の用語） 

① 地域猫活動 

原則として自身が居住する地域において、地域猫活動推進要綱に基づく支援を受 

け、のら猫（飼主のない猫）に避妊去勢手術を行い、周辺地域住民の十分な理解の 

下、給餌・給水・排せつ物の適正な処理を行い、当該のら猫を一代限り見守る活動 

② なごやかキャット 

     上記①の地域猫活動によって管理されるのら猫 

③ なごやかキャットサポーター 

上記①の地域猫活動を行う市民 

④ 地域猫活動への支援申込書 

    地域猫活動を行おうとする方が、のら猫の把握・避妊去勢手術の費用負担・地域 

   との関わり等について、サポートセンターに支援を申し込まれる場合、窓口に提出 

   していただく書類 

⑤ 地域猫活動支援計画 

     サポートセンターが、支援申込書に基づいて作成する支援計画 

（注）サポートセンターが同計画に基づき、みまもり地域の指定・地域猫手術券 

の交付の他、助言・地域住民の方々との調整・訪問支援・協力ボランティ 

アの派遣・保護器の貸出し等、状況に応じ支援を行います。 

（注）令和２年度まで各保健センタ 

ーで実施していた「なごやか 

キャット推進事業」による同 

一名称のものとは異なります。 

 



 
  

⑥ みまもり地域 

地域猫活動を行う地域のうち、サポートセンターが指定する地域 

（注１）サポートセンターは、みまもり地域ごとに支援計画を作成し、計画で 

定めた頭数分の地域猫手術券を交付します。 

（注２）みまもり地域は、のら猫への給餌場所（エサを与える場所）を中心に 

半径約８０メートルの範囲を目安とします。 

⑦ 地域猫手術券 

     みまもり地域内ののら猫に対し、サポートセンターが交付する避妊去勢手術の 

利用券 

（注）地域猫手術券を利用した場合、なごやかキャットサポーターに避妊去勢 

   手術の費用負担はありません。 

ただし、避妊去勢手術に伴う措置以外の対応や入院措置（術後24時間 

程度の入院を除く）が伴うとき等には、なごやかキャットサポーターの 

方に費用負担をしていただく場合があります。  

 

３ 地域猫活動への支援基準 

地域猫推進要綱の目的に「一定のルールに基づき地域猫活動を行う市民の方々に 

対し支援を行う」と記載されていることから、支援計画に基づく支援にあたっては、 

当該地域猫活動が以下の基準を満たしていることが必要になります。 

  （注）基準を満たさない場合は、サポートセンターが基準を満たすことができるよう 

助言・協力等を行いますので、安心してサポートセンターにご相談ください。 

【地域猫活動への支援基準】 

   ① のら猫の世話を行う方（なごやかキャットサポーター） 

(1)のら猫の世話を行う方は、原則として、地域猫活動を行う地域（みまもり地域が 

属する町内等）に居住する2名以上とすること 

(2)のら猫の世話を行う方が１名のみの場合は、適宜、名古屋市動物愛護推進員等の 

協力ボランティアによる支援を受けること 

(3)のら猫の世話は毎日行い、世話を行う人数・時間は、のら猫の数や地域の状況に 

応じ十分であること 



 
 

② のら猫の管理 

(1)給餌・給水  

ア のら猫に給餌・給水を行う場所は、原則として、みまもり地域内に１か所とす 

ること 

イ のら猫に給餌・給水を行う場所が自己の所有地でない場合は、当該場所の所有 

者（又は管理者）の許可を得ること 

     ウ 置きエサをせず、給餌が終わったら、直ちに残ったエサを片付けること 

(2)のら猫の排せつ物の処理 

ア のら猫のトイレをみまもり地域内に設置すること 

イ のら猫のトイレを設置する場所が自己の所有地でない場合は、当該場所の所有 

者（又は管理者）の許可を得ること 

ウ のら猫のトイレ設置場所は、設置場所の周辺も含め一日一回以上清掃すること 

(3)避妊去勢手術 

手術前に以下ア～エのいずれかの情報を収集し、チラシの配布・回覧等の方法 

を用いて地域に周知することにより、避妊去勢手術を予定している猫（手術予定 

猫）が、のら猫であることを確認すること 

また、手術を行った猫の右耳にＶ字カットを行い、避妊去勢済みであることを判別 

できるようにすること 

ア 手術予定猫の写真 

イ 飼主から提供された飼猫の写真 

ウ 手術予定猫の生息場所・毛色・模様・その他特徴 

エ 上記ア～ウと同等の情報 

  ③ 地域との関わり 

(1)みまもり地域周辺の地域代表者等に対し、地域猫活動の内容を事前に説明し、 

   理解を得ていること 

(2)みまもり地域周辺の地域において、地域代表者等への定期的な報告や、チラシ 

の配布等による地域住民への報告を行うこと 

 

 

 



 

４ なごやかキャットサポーターの遵守事項 

   なごやかキャットサポーターの方々は、地域猫活動にあたり、以下の点にご配慮くだ

さい。 

① 地域猫活動を行うときや動物病院での避妊去勢手術時は、サポーターカード(＊) 

を携行すること 

＊地域登録時及びなごやかキャットサポーター届出時にサポートセンターが発 

行します。 

② 地域猫活動に関する地域住民等からの質問・苦情には誠意を持って対応すること 

③ 地域猫活動が、より一層浸透することを目指し、地域での協力者や理解者を増や 

すため、地域代表者等との連携を図るよう努めること 


